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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第一回
野の

口ぐ
ち

　
武た

け

則の
り

序

　

文
豪
・
森
鷗
外
の
墓
は
東
京
西
郊
・
三
鷹
市
の
禅
林
寺
に
た
た
ず

む
。
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
七
月
九
日
に
六
十
歳
で
病
没
し
た
。

一
〇
一
回
目
の
命
日
と
な
る
今
年
も
、
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
の

事
務
局
に
よ
り
恒
例
の
「
鷗
外
忌
」
が
営
ま
れ
る
。

　

J
R
中
央
線
を
三
鷹
駅
で
下
車
し
、
南
口
か
ら
中
央
通
り
を
南
へ

歩
く
こ
と
十
数
分
。
駅
前
商
店
街
を
抜
け
て
連
雀
通
り
と
ぶ
つ
か
る

交
差
点
を
西
に
曲
が
る
と
、
寺
の
正
面
入
り
口
に
出
る
。

　

元
号
「
令
和
」
の
選
定
に
深
く
関
わ
っ
た
あ
る
官
僚
は
、
改
元
の

準
備
に
携
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
道
を
毎
月
歩
ん
で
い
た
。
肩
書
は
内

閣
官
房
副
長
官
補
付
兼
国
立
公
文
書
館
主
任
公
文
書
研
究
官
。大
学
、

大
学
院
で
漢
籍
を
学
ん
だ
専
門
職
の
官
僚
で
あ
る
。
政
府
が
元
号
考

案
を
依
頼
し
た
学
者
を
つ
な
ぐ
連
絡
役
で
、
提
出
さ
れ
た
元
号
案
が

過
去
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
か
、
先
例
や
故
事
に
照
ら
し
て
ふ

さ
わ
し
い
か
、
な
ど
を
極
秘
に
調
査
し
て
い
た
。

　
「
令
和
」
は
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
に
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
四
カ

月
ほ
ど
前
ま
で
、
禅
林
寺
の
敷
地
と
隣
接
す
る
ほ
ど
近
い
マ
ン
シ
ョ

な
ぜ『
元
号
考
』に
取
り
組
ん
だ
の
か
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ン
の
一
室
で
、
論
語
を
読
む
勉
強
会
が
毎
月
開
か
れ
て
い
た
。
日
本

と
中
国
の
思
想
史
に
詳
し
い
元
大
学
教
授
が
主
催
し
、
こ
の
官
僚
は

参
加
者
の
一
人
だ
っ
た
。
一
歩
足
を
伸
ば
せ
ば
鷗
外
の
墓
が
あ
る
。

　

鷗
外
は
晩
年
、
宮
内
官
僚
と
し
て
元
号
を
研
究
し
た
。
歴
代
元
号

の
出
典
を
整
理
し
た
『
元
号
考
』
は
生
前
に
完
成
を
見
な
か
っ
た
が
、

死
期
が
迫
る
中
で
親
友
宛
の
書
簡
に
「
最
大
著
述
」
と
記
し
た
。
今

日
ま
で
続
く
近
代
元
号
制
度
を
整
備
し
た
の
が
鷗
外
だ
っ
た
の
だ
。

お
よ
そ
百
年
の
時
を
経
て
そ
の
職
を
引
き
継
い
だ
現
代
の
「
元
号
専

門
官
」
が
、
墓
前
で
思
い
を
は
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

禅
林
寺
の
正
面
入
り
口
か
ら
駐
車
場
を
抜
け
て
山
門
を
く
ぐ
る

と
、
本
堂
の
手
前
に
鷗
外
の
遺
言
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
つ
。

　

 「（
前
略
）
死
は
一
切
を
打
ち
切
る
重
大
事
件
な
り
。
奈い

何か

な
る
官

憲
威
力
と
雖
い
え
ど
も

此こ
れ

に
反
抗
す
る
事
を
得
ず
と
信
ず
。
余
は
石い
わ
み
の
ひ
と

見
人

森
林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
。
宮
内
省
陸
軍
皆
縁
故
あ
れ
ど

も
生
死
の
別
る
る
瞬
間
あ
ら
ゆ
る
外
形
的
取
扱
ひ
を
辞
す
。
森
林

太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
す
。
墓
は
森
林
太
郎
墓
の
外ほ
か

一
字
も
ほ
る

可べ
か

ら
ず
。
書
は
中
村
不ふ

折せ
つ

に
依
託
し
宮
内
省
陸
軍
の
栄
典
は
絶
対

に
取
り
や
め
を
請
ふ
（
以
下
略
）」

　

幕
末
の
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
石
見
（
現
在
の
島
根
県
）・

津
和
野
藩
の
典
医
の
家
に
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
陸
軍
医
と
し
て
最

高
位
の
陸
軍
省
医
務
局
長
（
階
級
は
陸
軍
軍
医
総
監
）
に
登
り
詰
め

た
。
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
四
月
十
三
日
に
五
十
四
歳
で
職
を
辞

し
た
が
、
翌
大
正
六
年
十
二
月
二
十
五
日
に
帝
室
博
物
館
総
長
兼

図ず
し
ょ
の
か
み

書
頭
と
し
て
再
び
出
仕
し
た
。
今
の
東
京
・
上
野
に
あ
る
国
立
博

物
館
長
と
宮
内
庁
の
書
寮
部
長
に
あ
た
る
高
級
官
僚
で
あ
る
。生
涯
、

官
僚
と
作
家
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
き
こ
な
し
た
が
、
本
名
の
森
林

太
郎
よ
り
鷗
外
と
号
し
た
文
豪
と
し
て
の
方
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
に
臨
ん
で
宮
内
省
、
陸
軍
の
経
歴
だ
け
で

な
く
、
文
豪
と
し
て
の
名
声
も
含
め
て
墓
石
に
刻
む
こ
と
を
一
切
拒

ん
だ
。
残
っ
た
の
は
、
一
個
人
と
し
て
の
森
林
太
郎
だ
け
で
あ
る
。

　

本
堂
の
裏
に
広
が
る
墓
地
に
歩
み
を
進
め
る
。
森
家
の
墓
石
は
五

つ
あ
る
。
そ
の
中
央
に
鷗
外
の
も
の
が
立
ち
、
正
面
に
「
森
林
太
郎

墓
」
と
だ
け
彫
ら
れ
て
い
る
。
左
側
面
の
左
下
に
「
中
村
鈼さ
く

太
郎
書
」

と
、
書
家
の
中
村
不
折
の
署
名
が
本
名
で
刻
ま
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は

遺
言
の
通
り
だ
。
た
だ
し
、
左
側
面
の
中
央
に
は
「
大
正
十
一
年
七

月
九
日
歿
」
と
あ
る
。「
森
林
太
郎
墓
の
外
一
字
も
ほ
る
可
ら
ず
」

と
の
遺
言
が
書
か
れ
た
石
碑
を
読
ん
だ
後
に
墓
石
を
訪
ね
る
と
、「
大

正
」
の
文
字
が
際
立
つ
。
な
ぜ
「
大
正
」
が
刻
ま
れ
た
の
か
。
官
と

し
て
の
業
績
も
文
豪
と
し
て
の
名
声
も
一
切
を
拒
絶
し
た
鷗
外
だ

が
、
元
号
だ
け
は
別
だ
っ
た
の
か
。

　

詩
人
の
木
下
杢も
く

太
郎
は
、
鷗
外
を
「
テ
エ
ベ
ス
百
門
の
大
都
」
と

呼
ん
だ
。「
百
の
門
を
持
つ
」
と
繁
栄
が
謳
わ
れ
た
古
代
エ
ジ
プ
ト

の
都
・
テ
ー
ベ
（
テ
エ
ベ
ス
）
に
な
ぞ
ら
え
、
鷗
外
の
知
識
や
取
り

組
ん
だ
分
野
の
幅
広
さ
を
称
え
た
。

　

鷗
外
の
作
家
や
軍
医
と
し
て
の
側
面
を
描
い
た
研
究
書
や
著
作
は

汗か
ん

牛ぎ
ゅ
う

充じ
ゅ
う

棟と
う

の
ご
と
く
あ
る
。
だ
が
、
宮
内
官
僚
と
し
て
は
ほ
と
ん
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ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
官
と
し
て
の
事
績
な
ら
公
文
書
か
ら
た
ど

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

　

ま
た
、「
鷗
外
論
の
最
も
大
き
な
、
そ
し
て
最
後
の
課
題
は
、
こ

の
遺
書
を
読
み
解
く
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
」（
鷗

外
研
究
者
の
宗
像
和
重
・
早
稲
田
大
教
授
）
と
さ
れ
る
。
晩
年
の
公

務
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
、
遺
言
を
巡
る
新
た
な
「
門
」
を
開
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
は
公
文
書
を
基
に
知
ら
れ
ざ
る
宮
内
官
僚
・
森
林
太
郎
に
つ

い
て
描
く
が
、
一
般
に
な
じ
み
が
あ
る
「
鷗
外
」
と
記
す
こ
と
と
す

る
。

　

な
お
、
当
時
の
公
文
書
や
書
簡
、
日
記
な
ど
は
、
読
み
や
す
い
よ

う
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に

直
し
、
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
、
濁
点
を
補
う
な
ど
し
た
。
鷗
外
の

日
記
や
書
簡
か
ら
の
引
用
は
『
鷗
外
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

〇
年
代
に
刊
行
の
版
）
に
よ
る
。

再
任
官
の
契
機
と
な
っ
た
事
件

　

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
は
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
か
ら
三
年
目

で
あ
る
。
三
月
に
ロ
シ
ア
革
命
で
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
が
倒
れ
、
十
一
月

に
ソ
ビ
エ
ト
政
権
が
成
立
し
た
。
翌
年
に
大
戦
が
終
結
す
る
と
、
敗

戦
国
の
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
王
政
が
倒
れ
る
こ
と
と
な

る
。
主
戦
場
は
か
な
た
の
欧
州
だ
が
、
天
皇
を
中
心
と
し
て
近
代
国

家
を
築
き
上
げ
て
き
た
日
本
に
も
大
戦
の
余
波
が
近
づ
い
て
来
る
前

東京都三鷹市の禅林寺にある森鷗外の墓
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夜
だ
。

　

こ
の
年
の
三
月
十
三
日
付
の
新
聞
各
紙
に
あ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ

た
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
鷗
外
が
官
界
に
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　

東
京
日に
ち

日に
ち

新
聞
（
現
在
の
毎
日
新
聞
）
朝
刊
を
見
て
み
よ
う
。
五

面
に
鷗
外
の
連
載
小
説
『
伊
澤
蘭ら
ん

軒け
ん　

そ
の
二
百
三
十
九
』
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
前
年
に
陸
軍
を
退
き
、
江
戸
時
代
後
期
の
儒
学
者
と

彼
ら
を
取
り
巻
く
人
々
を
史
料
に
基
づ
い
て
描
く
「
史
伝
」
の
執
筆

に
専
念
し
て
い
た
。

　

問
題
の
記
事
は
七
面
の
中
ほ
ど
に
二
段
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
鷗
外
の
目
に
留
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

 「
正
倉
院
御ぎ
ょ

物ぶ
つ

の
怪
聞
／
故
小
杉
文
学
博
士
に
係
る
嫌
疑
／

─

成
金
や
外
人
間
に
秘
宝
を
持
廻
る
／

─
目
下
訴
訟
中
の
故
榲を
ん

邨そ
ん

博
士
の
倅せ
が
れ」

　

概
要
は
こ
う
だ
。
東
京
帝
室
博
物
館
歴
史
部
長
を
務
め
、
明
治
四

十
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
没
し
た
小
杉
榲
邨
の
遺
子
や
娘
婿
が
、
小

杉
の
遺
物
と
称
し
て
骨
董
品
を
売
却
し
よ
う
と
奔
走
し
て
い
た
。
た

ま
た
ま
鑑
定
に
当
た
っ
た
同
博
物
館
職
員
が
、
か
つ
て
取
り
扱
っ
た

こ
と
が
あ
る
奈
良
・
正
倉
院
の
宝
物
で
は
な
い
か
と
怪
し
み
、
宮
内

大
臣
に
上
申
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る

─

　

戦
前
の
帝
室
博
物
館
は
宮
内
省
が
管
轄
し
、
皇
室
の
宝
物
が
保
管

さ
れ
る
正
倉
院
の
管
理
も
担
っ
た
。
戦
後
に
博
物
館
の
所
管
は
文
部

科
学
省
に
移
っ
た
が
、
正
倉
院
は
今
も
宮
内
庁
の
管
轄
の
ま
ま
と

大正六年三月十三日の東京日日新聞７面に掲載された記事
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な
っ
て
い
る
。

　

東
京
日
日
新
聞
の
記
事
に
は
、責
任
者
で
あ
る
帝
室
博
物
館
総
長
・

股
野
琢
の
談
話
も
掲
載
さ
れ
た
。

　

 「
正
倉
院
御
物
は
一
品
た
り
と
も
決
し
て
民
間
に
出
て
ゐ
な
い
。

況い
は

ん
や
夫そ

れ
を
売
買
す
る
な
ど
云い

ふ
事
の
有
る
道
理
が
な
い
。
正

倉
院
の
御ぎ
ょ

物ぶ
つ

は
勅
ち
よ
く

許き
よ

を
仰
ぎ
明
治
二
十
四
年
に
整
理
修
繕
の
折
に

は
係
員
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
行
は
れ
、
之こ

れ
に
よ
り
て
生
じ
た

屑せ
っ

片ぺ
ん

の
微び

に
至
る
ま
で
粗
末
に
せ
ず
硝が
ら

子す

箱
に
入
れ
て
取
つ
て
置

い
た
位く
ら
いで
毫ご
う

も
紛
失
す
る
恐
れ
は
な
か
つ
た
。
而し
か

し
て
整
理
後
の

取
締
の
厳
重
で
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。（
中
略
）
察
す
る
に
正

倉
院
の
御
物
と
同
時
代
の
美
術
品
を
売
却
す
る
に
当
り
、
偶
た
ま
た
ま

正

倉
院
の
御
物
と
誤
ら
れ
て
風
説
を
産
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」

　

宝
物
の
流
出
は
な
く
、
同
時
代
の
美
術
品
を
宝
物
と
見
間
違
え
た

単
な
る
誤
解
で
あ
る
、
と
報
道
を
全
面
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

股
野
の
進
退
が
後
日
、
鷗
外
に
関
わ
っ
て
く
る
。

　

ち
な
み
に
、
国
際
ニ
ュ
ー
ス
が
中
心
の
二
面
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
か
ら
十
一
日
付
の
「
特
電
」
で
「
見
当
り
次
第
に
撃
沈
／
米

独
の
衝
突
避
け
難
し
」
と
の
見
出
し
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
情
勢

を
伝
え
る
記
事
が
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
か
ら
十
日
付
「
特
電
」
の
原
稿
は
、「
露
都
食
糧
暴
動
終
熄
／
但

し
人
心
は
依
然
動
揺
せ
り
」
と
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
す
る
の

が
三
月
十
二
日
な
の
で
、数
日
遅
れ
で
嵐
の
前
の
静
け
さ
を
伝
え
る
。

後
の
宮
内
官
僚
と
し
て
の
職
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
記
事

が
、
同
じ
日
の
新
聞
に
並
ん
で
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

話
を
正
倉
院
の
事
件
に
戻
そ
う
。
宮
内
省
の
関
係
者
は
報
道
を
公

式
に
は
認
め
な
か
っ
た
。
だ
が
、
古
代
日
本
史
に
詳
し
い
東と
う

野の

治は
る

之ゆ
き

・
奈
良
大
名
誉
教
授
は
論
文
「
小
杉
榲
邨
旧
蔵
の
正
倉
院
及
び
法

隆
寺
献
納
御
物

─
そ
の
売
却
事
件
と
鷗
外
の
博
物
館
総
長
就
任

─
」（『
古
代
史
論
集　

下
』
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
）
で
、
当
時

の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
宝
物
と
み
ら
れ
る
物
の
目
録
な
ど
を
検
証

し
、「
真
実
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。

　

宮
内
省
が
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
皇
室
の
権
威
に
関
わ

る
か
ら
だ
。
奈
良
時
代
の
皇
室
に
ま
つ
わ
る
宝
物
を
保
管
す
る
正
倉

院
は
、
扉
を
開
く
た
め
に
天
皇
の
許
可
（
勅
許
）
を
必
要
と
し
、
勅

封
倉
と
よ
ば
れ
た
。
そ
れ
が
安
易
に
市
中
に
出
回
っ
て
は
、
宝
物
の

あ
り
が
た
み
が
薄
れ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ

か
ら
ず
」（
大
日
本
帝
国
憲
法
第
三
条
）
存
在
で
あ
る
、
天
皇
の
勅

許
の
重
み
さ
え
失
わ
れ
か
ね
な
い
。
流
出
の
事
実
を
公
に
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
一
方
、
関
係
者
の
責
任
を
不
問
に
付
す
わ
け
に
も
い

か
な
い
。

　

鷗
外
の
官
界
復
帰
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
事
件
の
報
道
か
ら
約
九

カ
月
後
の
大
正
六
年
十
二
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の

宮
内
省
人
事
は
大
が
か
り
な
も
の
だ
っ
た
。
高
等
官
の
主
な
も
の
は

以
下
の
通
り
。

　

帝
室
博
物
館
総
長　

股
野
琢
→
森
林
太
郎
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内
大
臣
秘
書
官
長　

股
野
琢
→
近
藤
久
敬
＝ 

総
務
課
長
、
宮
内
大

臣
秘
書
官
と
兼
務

　

図
書
頭　
　
　
　
　

山
口
鋭
之
助
→
森
林
太
郎

　

諸
し
ょ
り
ょ
う
の
か
み

陵
頭　
　
　
　
　

山
口
鋭
之
助
→
異
動
な
し

　

宗
そ
う
ち
つ
り
ょ
う

秩
寮
総
裁　
　
　

久
我
通
久
→
井
上
勝
之
助

　

皇
族
・
華
族
を
監
督
す
る
宗
秩
寮
総
裁
の
久
我
は
高
齢
の
た
め
に

退
き
、
こ
ち
ら
は
単
純
な
入
れ
替
え
だ
。
一
方
、
股
野
が
兼
務
し
た

帝
室
博
物
館
総
長
と
内
大
臣
秘
書
官
長
の
職
を
、
鷗
外
と
総
務
課
長

兼
宮
内
大
臣
秘
書
官
の
近
藤
に
切
り
分
け
た
。
さ
ら
に
、
図
書
頭
兼

諸
陵
頭
だ
っ
た
山
口
の
役
職
の
う
ち
、
図
書
頭
を
鷗
外
が
新
た
に
担

い
、
山
口
は
歴
代
天
皇
の
陵
墓
を
管
理
す
る
諸
陵
寮
の
長
と
し
て
専

任
と
な
っ
た
。

　

結
局
、
股
野
は
常
勤
職
か
ら
退
き
、
宮
中
顧
問
官
と
な
っ
た
。
前

掲
の
東
野
論
文
は
「
股
野
の
引
退
は
、
高
齢
が
理
由
と
は
い
え
、
時

期
的
に
み
て
小
杉
事
件
と
全
く
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
る
。
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
と
し
て
隠
退
生
活
を
送
っ
て
い
た

森
鷗
外
が
官
界
に
復
帰
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
山
県
有
朋
の
要
請

と
み
る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
大
き
な
背
景
と
し
て
こ

の
事
件
の
存
在
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し

て
い
る
。

　

時
の
権
力
者
で
あ
る
元
老
・
山
県
有
朋
は
、
出
身
の
陸
軍
、
内
務

省
だ
け
で
な
く
天
皇
の
周
辺
を
固
め
る
貴
族
院
、
枢
密
院
、
宮
内
省

な
ど
に
、
自
ら
の
意
を
通
じ
た
人
物
を
配
し
「
山
県
閥
」
を
形
成
し

て
い
た
。
陸
軍
省
医
務
局
長
だ
っ
た
鷗
外
も
そ
の
一
翼
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
進
め
て
考
察
し
た
の
が
、
鷗
外
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る

山
崎
一か
ず

穎ひ
で・

跡
見
学
園
理
事
長
だ
。人
事
が
複
雑
で
大
が
か
り
と
な
っ

た
背
景
を
こ
う
解
説
す
る
。

　

 「
枢
密
院
議
長
山
県
有
朋
、
山
県
と
同
郷
の
寺
内
正
毅
首
相
ら
政

府
の
当
路
者
は
事
が
宮
内
省
に
関
わ
る
だ
け
に
、
関
係
諸
氏
の
責

任
問
題
を
そ
れ
と
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
政
治
的
に
決
着
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
時
期
を
待
っ
て
、
人
事
異
動
を
行
う
以
外

に
な
い
。
そ
れ
も
降
格
人
事
と
な
ら
ぬ
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ

る
」「
鷗
外
の
抜
擢
も
不
名
誉
な
事
件
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ

た
」（『
森
鷗
外
論
攷
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
倉
院
の
事
件
を
受
け
て
、
巡
り
巡
っ
て
鷗
外

が
官
界
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
今
度
は
軍
医
と
し

て
で
な
く
、
宮
内
省
の
歴
史
分
野
の
専
門
職
官
僚
と
し
て
で
あ
る
。

　

幼
少
期
に
藩
校
で
漢
籍
を
学
び
、
大
正
以
降
は
歴
史
小
説
、
史
伝

を
執
筆
し
た
鷗
外
だ
が
、
股
野
と
い
う
人
物
の
後
を
引
き
継
い
だ
こ

と
が
、
宮
内
官
僚
・
鷗
外
の
業
務
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
る
。
も
し
く
は
、
股
野
が
担
っ
て
い
た
業
務
を
引
き
継
が
せ
る
た

め
に
、
鷗
外
が
指
名
さ
れ
た
可
能
性
す
ら
浮
か
ん
で
く
る
。

元
号
考
案
を
担
う
ポ
ス
ト
　

　

鷗
外
は
生
涯
の
親
友
で
あ
る
賀か

古こ

鶴つ
る

所ど

（
東
京
大
学
医
学
部
の
同

級
生
で
あ
り
、
陸
軍
医
と
し
て
も
同
期
）
へ
宛
て
た
大
正
九
（
一
九
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二
〇
）
年
四
月
二
十
八
日
の
書
簡
で
こ
う
記
し
た
。

　

 「（
前
略
）
諡
お
く
り
なの

こ
と
が
済
ん
で
（
印
刷
は
ま
だ
許
さ
れ
ず
）
年
号

に
と
り
か
か
り
候
そ
う
ろ
う。

明
治
は
支
那
の
大だ
い

理り

と
云
ふ
国
の
年
号
に
あ

り
。
尤も
つ
とも
こ
れ
は
一
い
つ
に
め
い作
明と
う
と
な
す
統
と
あ
る
ゆ
え
、
明
治
で
は
な
か
つ
た

か
も
知
れ
ず
。
大
正
は
安あ
ん

南な
ん

人
の
立
て
た
越え
つ

と
い
ふ
国
の
年
号
に

あ
り
。
又
何
も
御ご

幣へ
い

を
か
つ
ぐ
に
は
及
ば
ね
ど
、
支
那
に
て
は
大

い
に
正
の
字
の
年
号
を
嫌
き
ら
ひ

候
。「
一
い
ち
に
し
て
と
ま
る

而
止
」
と
申
候
。
正
の
字
を

つ
け
滅
び
た
例
を
一
々
挙
げ
て
居
候
。
不
調
べ
の
至い
た
りと
存
ぞ
ん
じ

候
（
以

下
略
）」

　

図
書
頭
と
し
て
二
年
半
ほ
ど
務
め
た
鷗
外
は
、
ま
ず
天
皇
の
死
後

に
つ
け
る
お
く
り
名
（
諡し

号ご
う

）
の
典
拠
を
調
べ
た
『
帝て
い

諡し

考
』
の
編

集
を
終
え
、
次
い
で
歴
代
元
号
の
典
拠
を
調
べ
る
『
元
号
考
』
の
作

成
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。
大
正
は
過
去
に
ベ
ト
ナ
ム
に
あ
っ
た

「
越
」
と
い
う
国
で
既
に
使
用
さ
れ
、「
正
」
の
字
を
上
下
に
分
離
す

る
と
「
一
」
に
し
て
「
止
ま
る
」
と
な
り
縁
起
が
悪
い
と
、
中
国
で

議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
言
う
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
大
正
」

と
い
う
元
号
が
選
ば
れ
て
し
ま
い
、「
不
調
べ
の
至
」と
断
じ
て
い
る
。

　

鷗
外
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で『
元
号
考
』に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ

た
の
か
。
そ
し
て
、博
学
と
は
い
え
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
故
事
を
知
っ

て
い
た
の
か
。

　

宮
内
公
文
書
館
と
国
立
公
文
書
館
が
蔵
す
る
公
文
書
に
、
鷗
外
就

任
前
の
大
正
改
元
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
大
正
七
（
一
九
一

八
）
年
八
月
三
十
日
ま
で
に
完
成
し
た
大
正
の
『
大
礼
記
録
』
全
一

改元が記された大正の『大礼記録　巻四』＝宮内公文書館蔵
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二
八
冊
で
あ
る
。
近
代
国
家
と
し
て
初
の
代
替
わ
り
を
記
録
し
た
史

料
で
あ
る
た
め
、
単
に
『
大
礼
記
録
』
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
世
の

も
の
と
区
別
す
る
た
め
以
下
は
『
大
正
大
礼
記
録
』
と
記
す
。
長
ら

く
部
外
秘
だ
っ
た
が
、
平
成
期
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
七
月
十
九
日
、
天
皇
は
宮
中
で
夕

食
中
に
倒
れ
、
翌
日
に
病
状
が
国
民
に
公
表
さ
れ
た
。
体
調
の
悪
化

を
受
け
て
、
当
時
の
首
相
・
西さ
い

園お
ん

寺じ

公き
ん

望も
ち

が
新
た
な
元
号
の
準
備
を

始
め
た
の
が
七
月
二
十
八
日
。『
大
正
大
礼
記
録　

巻
四
』
に
、
元

号
案
の
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

内
大
臣
秘
書
官
長　
　
　
　

股
野　

琢

　
　

宮
内
省
御ご

用よ
う

掛が
か
り

　
　
　
　

多
田
好こ
う

問も
ん

　
　
　

学
習
院
教
授　
　
　
　

岡
田
正
之

　
　
　
　
　

図ず
し
ょ
の書

助す
け　
　
　
　

高
島
張ち
ょ
う

輔す
け

　

内
閣
書
記
官
室
事
務
嘱
託　

国こ
く

府ぶ

種た
ね

徳の
り

　

戦
前
の
学
習
院
は
宮
内
省
の
組
織
だ
っ
た
た
め
、
五
人
の
う
ち
内

閣
の
国
府
を
除
く
四
人
が
宮
内
省
の
官
吏
や
関
係
者
だ
。

　

ま
ず
、
股
野
は
前
述
の
通
り
、
帝
室
博
物
館
総
長
を
兼
任
し
た
鷗

外
の
前
任
者
で
あ
る
。

　

次
ぎ
に
図
書
助
の
高
島
だ
が
、『
明
治
四
十
五
年　

職
員
録
（
甲
）』

（
同
年
五
月
一
日
現
在
の
配
置
）
を
見
る
と
、
図
書
寮
の
「
主
事
」

と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
る
。
図
書
頭
が
図
書
寮
の
ト
ッ
プ
で
、
主
事

は
事
務
を
取
り
仕
切
る
ナ
ン
バ
ー
2
の
位
置
づ
け
だ
。
高
島
の
肩
書

は
、
明
治
三
十
九
年
六
月
三
十
日
か
ら
四
十
一
年
一
月
一
日
ま
で
は
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図
書
助
、
四
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
大
正
三
年
七
月
八
日
ま
で
主
事

と
な
っ
て
お
り
、
以
前
の
「
図
書
助
」
の
肩
書
で
記
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
大
正
改
元
時
の
図
書
頭
・
山
口
鋭
之
助
は
学
習
院
長
を
務
め
た

理
学
博
士
だ
っ
た
た
め
、
漢
籍
に
通
じ
た
高
島
に
役
目
が
回
っ
て
き

た
と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
股
野
は
「
藍ら
ん

田で
ん

」、
高
島
は
「
九
き
ゅ
う

峰ほ
う

」

の
号
を
称
し
て
漢
詩
人
と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
。

　

ま
た
、鷗
外
は
大
正
二
年
か
ら
宮
内
省
の
臨
時
御
用
掛
を
務
め
た
。

衛
生
学
を
専
門
と
す
る
軍
医
と
し
て
宮
中
の
衛
生
管
理
の
他
、
皇
室

関
係
の
勅
語
の
添
削
も
行
っ
た
。
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
へ
の

就
任
を
機
に
形
式
上
は
臨
時
御
用
掛
の
任
を
解
か
れ
た
が
、
そ
の
後

も
文
書
添
削
の
業
務
は
続
い
た
。
さ
ら
に
、
漢
文
学
者
の
岡
田
は
文

学
博
士
で
、
鷗
外
は
医
学
博
士
だ
け
で
な
く
文
学
博
士
の
資
格
も
有

し
て
い
た
。

　

以
上
、
大
正
改
元
を
担
っ
た
専
門
家
の
肩
書
を
見
る
と
、
帝
室
博

物
館
総
長
の
股
野
と
図
書
助
の
高
島
を
合
わ
せ
た
常
勤
の
役
職
を
、

大
正
六
年
十
二
月
以
降
は
鷗
外
が
一
人
で
兼
ね
た
。
さ
ら
に
御
用
掛

と
漢
籍
に
詳
し
い
文
学
博
士
を
加
え
れ
ば
、
宮
内
省
側
の
四
人
の
肩

書
を
鷗
外
が
全
て
掛
け
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

前
例
踏
襲
が
旨
の
官
僚
制
の
下
で
は
、
近
代
日
本
最
初
の
改
元
は

以
後
の
先
例
と
な
り
得
る
。
実
際
、
内
閣
側
で
は
「
大
正
」
を
考
案

し
た
国
府
が
、
そ
の
後
の
昭
和
改
元
時
も
考
案
者
の
一
人
に
名
を
連

ね
た
。
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
は
、
次
の
元
号
考
案
を
担
う
べ

き
役
職
だ
っ
た
と
言
え
る
。

急
ご
し
ら
え
の
大
正
改
元

　

で
は
、『
大
正
大
礼
記
録
』
の
中
身
を
見
て
み
よ
う
。
所
功
・
京

都
産
業
大
名
誉
教
授
が
『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』（
国

書
刊
行
会
、二
〇
一
八
年
）
で
改
元
の
部
分
を
翻
刻
紹
介
し
て
い
る
。

　
『
大
正
大
礼
記
録
』
巻
五
（
第
二
輯し
ゅ
う 

践せ
ん

祚そ

改
元
）
の
う
ち
、「
第

二
編 

改
元
」
の
項
に
あ
る
「
第
一
章 

元
号
の
建
定
」
と
「
第
二
章 

元
号
建
定
の
次
第
」
に
経
緯
の
概
略
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
天
皇
の
病
状
悪
化
を
受
け
、
首
相
・
西
園
寺
公
望
が
儒
学
に

詳
し
い
政
府
職
員
と
学
者
に
元
号
案
の
作
成
を
命
じ
た
の
は
、
明
治

天
皇
の
死
が
公
式
発
表
さ
れ
た
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
の
二
日

前
。「
是
の
日 

二
十
八
日 

元
号
撰せ
ん

進し
ん

の
命
を
受
け
た
る
者
を
左
の

五
人
と
為
す
」
と
、先
述
し
た
股
野
や
国
府
ら
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
指
示
が
あ
っ
た
翌
日
の
二
十
九
日
、
元
号
案
が
西
園
寺

の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
。
ま
ず
提
案
さ
れ
た
の
は
「
永
安
」（
高
島

の
案
）
と
「
乾
徳
」（
岡
田
の
案
）
だ
っ
た
。
京
都
の
公
家
・
徳
大

寺
家
の
生
ま
れ
で
漢
籍
の
素
養
が
あ
っ
た
西
園
寺
は
、自
ら
審
査
し
、

「
永
安
」
は
中
国
・
蜀
の
宮
殿
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、「
乾
徳
」

は
中
国
・
宋
で
初
代
皇
帝
の
時
代
に
使
わ
れ
た
元
号
だ
、
と
指
摘
し

た
。
西
園
寺
の
様
子
は「
坐ざ

に
一
書
冊
を
挟
む
こ
と
な
き
に
拘か
か
わら
ず
、

勘か
ん

進じ
ん

案
を
一
見
し
て
直た
だ
ちに

之
を
難な
ん

詰き
つ

し
、
所い
わ

謂ゆ
る

難な
ん

陳ち
ん

を
労
す
る
の
余

地
な
か
ら
し
む
」
と
記
さ
れ
る
。
書
物
を
参
考
に
す
る
こ
と
も
な
く

問
題
点
を
そ
ら
ん
じ
、
議
論
の
余
地
な
く
即
座
に
却
下
し
た
の
だ
。
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二
度
目
の
審
査
で
は
、「
昭
徳
」（
股
野
の
案
）
と
「
天
興
」（
国

府
の
案
）
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
も
西
園
寺
が
、「
昭
徳
」
は
中
国
・

唐
の
王
妃
に
名
前
が
あ
り
、「
天
興
」
は
拓た
く

跋ば
つ

氏
が
建
て
た
北
魏
（
四

～
六
世
紀
）
の
元
号
に
あ
る
と
、
再
び
却
下
す
る
。
中
で
も
、
中
国

に
統
一
王
朝
が
な
か
っ
た
五
胡
十
六
国
の
時
代
に
、
北
方
民
族
の
拓

跋
氏
が
建
て
た
北
魏
は
、
正
統
な
王
朝
で
は
な
い
「
偽ぎ

僭せ
ん

の
国
」
で

あ
り
、「
末
季
の
世
に
於
け
る
元
号
」
と
指
摘
し
、「
之
を
避
く
る
こ

と
、
古
来
の
慣
例
な
り
」
と
理
由
を
説
明
し
た
。
西
園
寺
の
博
学
の

前
に
、「
勘
進
者
は
共
に
出
典
の
調
査
粗そ

笨ほ
ん

を
免
が
れ
ざ
り
し
を
愧は

づ
る
の
み
」
と
い
う
有
り
様
だ
っ
た
。

　

ま
た
、「
興
」
の
字
に
つ
い
て
西
園
寺
は
「
繁
画
に
し
て
書
し
易

か
ら
ず
挟
き
ょ
う

書し
ょ

の
児
童
を
苦
し
ま
し
む
る
の
虞お
そ
れあ
り
」
と
注
文
を
付
け

た
。
画
数
が
多
い
た
め
子
ど
も
に
は
書
く
の
が
難
し
く
、
日
常
的
に

使
う
元
号
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
の
だ
。

　

さ
ら
に
調
査
を
重
ね
た
上
で
案
が
出
さ
れ
た
三
度
目
の
審
査
で
、

「
大
正
」（
国
府
の
案
）
と
「
興
化
」（
多
田
の
案
）
が
提
案
さ
れ
る
。

こ
れ
を
見
た
西
園
寺
は
、
大
正
を
「
直た
だ
ちに

」
採
択
し
た
。
分
か
り
や

す
く
子
ど
も
で
も
書
き
や
す
い
二
文
字
で
あ
る
。
三
度
目
の
審
査
で

初
め
て
登
場
し
た
多
田
好
問
が
、
二
度
目
の
審
査
で
却
下
さ
れ
た
は

ず
の
「
興
」
の
字
を
提
案
し
た
の
は
解
せ
な
い
。
そ
の
理
由
は
『
大

正
大
礼
記
録
』
の
記
述
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
が
、
謎
解
き
は
次
回

以
降
に
回
し
、
ま
ず
は
大
正
が
決
ま
っ
た
経
緯
を
追
う
。

　

最
終
的
に
枢
密
院
に
諮
ら
れ
た
の
は
、
第
一
案
「
大
正
」、
第
二

案
「
天
興
」、
第
三
案
「
興
化
」
で
、
大
正
が
提
案
通
り
に
採
用
さ

れ
た
。
本
命
の
「
大
正
」
以
外
は
採
用
す
る
こ
と
を
想
定
せ
ず
、
形

式
を
整
え
る
た
め
に
並
べ
た
だ
け
だ
ろ
う
。
首
相
に
何
度
も
却
下
さ

れ
な
が
ら
、
実
質
一
日
と
い
う
短
期
間
の
議
論
で
作
り
上
げ
た
急
ご

し
ら
え
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

元
号
使
用
文
字
の
原
則

　

さ
ら
に
「
第
三
章 

元
号
建
定
に
関
す
る
参
照
事
項
」
で
は
、
先

例
を
引
き
な
が
ら
大
正
が
選
ば
れ
た
根
拠
が
詳
述
さ
れ
る
。ま
ず「
第

一
節　

大
正
の
元
号
勧
進
理
由
」
の
う
ち
「
第
一
項　

元
号
勧
進
の

標
準
考
定
」
の
部
分
に
よ
る
と
、
元
号
考
案
の
指
示
を
受
け
た
「
七

月
二
十
八
日
」、
担
当
者
は
最
初
に
四し

書し
ょ

五ご

経き
ょ
うや
歴
史
書
な
ど
元
号

の
出
典
と
な
り
え
る
漢
籍
の
範
囲
や
、
過
去
に
使
用
さ
れ
た
文
字
を

調
べ
た
。「
七
月
二
十
九
日
」
に
は
、
四
案
が
西
園
寺
か
ら
却
下
さ

れ
て
再
提
案
を
求
め
ら
れ
た
際
、「
昔せ
き

時じ

聖せ
い

賢け
ん

の
最
も
尊
重
せ
し
易え
き

経き
ょ
う」
か
ら
引
用
す
る
方
針
を
定
め
た
。
儒
教
経
典
の
一
つ
で
あ
る
易

経
の
「
大
い
に
亨と
お

り
て
以
て
正
し
き
は
、天
の
道
な
り
」
の
部
分
が
、

「
大
正
」
の
典
拠
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
だ
。

　

ま
た
採
用
す
べ
き
文
字
の
条
件
を
調
査
し
、
以
下
の
六
つ
の
基
準

を
示
し
た
。

　
「
一
、吉き
っ

祥し
ょ
うの

字
、嘉か

慶け
い

の
字
、好
義
の
字
を
撰せ
ん

す
る
を
原
則
と
す
。

　

 

一
、
従
来
、
難
陳
を
経
て
多
く
議
に
上
り
た
る
文
字
を
採
り
、
其

の
範
囲
に
於
て
適
当
の
配
置
を
得
し
む
る
を
慣
例
と
す
。
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一
、
異
邦
に
於
て
曾か
つ

て
一
た
び
用
ひ
た
る
連
用
文
字
、
若も
し
くは

内
外

に
於
て
諡
号
・
宮
名
・
殿
名
・
地
名
に
之
あ
る
も
の
と
同
一
な
る

連
用
文
字
は
、
之
を
避
く
る
を
例
と
為
す
。
但
し
、
本
邦
に
於
て

異
邦
の
年
号
と
同
一
の
も
の
を
用
ひ
し
を
例
外
と
な
す
。

　

 

一
、
字
義
不
詳
な
る
も
の
、
字
形
不
詳
な
る
他
の
文
字
に
近
似
せ

る
も
の
、
析
字
し
て
不
吉
不
好
の
讖し
ん

を
成
す
も
の
、
連
用
し
て
発

音
の
不
詳
な
る
他
の
文
字
の
発
音
と
相
近
き
も
の
、
等
を
忌
み
避

く
る
を
定
規
と
な
す
。

　

 

一
、
嘗か
つ

て
其
の
字
を
用
ひ
適
不
祥
の
事
あ
り
と
し
て
知
ら
る
る
如

き
文
字
、又
は
同
一
の
文
字
を
名
称
と
し
た
る
も
の
に
し
て
不
祥
・

災
異
等
の
事
あ
り
し
と
せ
ら
る
る
如
き
文
字
も
、
亦ま
た

之
を
忌
み
避

く
る
を
成
例
と
な
す
。

　

 

一
、
以
上
の
条
件
を
充
た
さ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
経け
い

史し

中

に
確
実
な
る
出
典
あ
る
も
の
た
る
を
正せ
い

軌き

と
為
す
。」（
※
傍
線
は

筆
者
）

　

こ
れ
に
続
い
て
「
諱い

み
避
く
べ
き
文
字
」
の
例
が
い
く
つ
か
挙
げ

ら
れ
、
そ
の
中
に
「
天
正
（
天
一
止
）」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

三
番
目
の
基
準
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
異
国
で
使
用
済
み
の
連
用
文

字
を
避
け
る
の
が
原
則
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
「
建
武
の
新
政
」
で
知

ら
れ
る
「
建
武
」
な
ど
異
国
と
同
じ
も
の
を
日
本
で
使
用
し
た
こ
と

が
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
例
外
」
で
あ
る
。
ま
た
、
四
番
目
の
基

準
に
よ
る
と
、
漢
字
を
分
解
し
て
悪
い
意
味
に
な
る
も
の
も
避
け
る

べ
き
で
、
具
体
的
に
「
正
」
の
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
鷗
外
の
問

題
意
識
は
、
こ
の
原
則
に
沿
っ
て
い
る
。

大
正
の
根
拠
へ
の
疑
義

　

さ
ら
に
「
第
三
章
」「
第
一
節
」
を
読
み
進
め
る
と
、「
第
二
項
、

大
正
の
元
号
勘
進
に
至
り
し
理
由
」
の
「
第
一
目
、
大
正
の
元
号
勘

進
の
根
拠
」
で
、
大
正
を
選
ん
だ
根
拠
や
出
典
の
是
非
を
巡
る
議
論

が
詳
述
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
先
述
の
「
第
一
項
」
に
は
「
七
月
二
十

八
日
」「
七
月
二
十
九
日
」
と
日
付
が
記
さ
れ
、
考
案
当
時
に
行
わ

れ
た
調
査
や
議
論
だ
と
明
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
第
二
項
」
は

「
今
、
大
正
の
出
典
と
す
る
所
を
易
経
に
求
む
る
に
、
其
の
語
諸
処

に
散
出
せ
り
」
と
論
証
が
始
ま
る
。「
今
」
と
あ
る
の
は
、『
大
正
大

礼
記
録
』
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
後
日
に
検
証
し
た
よ
う
な
書
き

ぶ
り
だ
。

　
「
第
二
項
」
を
読
み
進
め
る
。「
不
祥
と
す
る
の
説
と
不
祥
に
あ
ら

ず
と
な
す
の
説
と
を
比ひ

搉か
く

し
」
た
と
こ
ろ
、「
正
字
の
不
祥
説
は
、

崇
徳
天
皇
大
治
六
年
、
天
承
と
改
元
あ
り
し
際
の
改
元
定さ
だ
めに

於
て
、

正
字
を
析
す
れ
ば
一
止
と
な
る
を
理
由
と
し
、
之
を
難
じ
た
る
者
あ

る
を
嚆こ
う

矢し

と
為
す
」
と
い
う
。

　

江
戸
時
代
の
国
学
者
・
天
野
信
影
の
随
筆
『
塩
尻
』
を
引
用
し
、

「
謝し
ゃ

肇ち
ょ
う

淛せ
い

（
筆
者
注
、
中
国
・
明
の
文
人
）
曰
く
、
古
よ
り
正
を
以

て
号
と
為
さ
ば
多
く
利
あ
ら
ず
。
梁
の
正
平
・
天
正
、
元
の
至
正
の

類た
ぐ
いの

如
し
。
其
文
た
る
一
に
し
て
止
ま
れ
ば
也
、と
云
々
」
と
続
く
。

中
国
南
朝
・
梁
の
「
正
平
（
五
四
八
～
四
九
）」
は
反
乱
軍
に
推
さ
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れ
た
皇
帝
の
一
族
が
使
用

し
た
正
統
で
な
い
元
号
。
梁

の
「
天
正
（
五
五
一
）」
は
、

反
乱
軍
に
皇
帝
が
廃
さ
れ

四
カ
月
で
終
わ
っ
た
。
ま
た

梁
末
の
混
乱
期
に
、
別
の
皇

帝
の
一
族
が
「
天
正
（
五
五

二
～
五
三
）」
を
使
用
し
た
。

中
国
・
元
は
「
至
正
」（
一

三
四
一
～
七
〇
）
年
間
に
、

大
都
（
現
在
の
北
京
）
か
ら

北
方
へ
追
わ
れ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
過
去
に
日

本
や
中
国
で
正
始
、
正
隆
、

正
平
、
正
暦
、
正
法
な
ど
の

元
号
が
使
わ
れ
た
が
、
必
ず

し
も
乱
世
や
悪
政
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、「
正
の
字

も
用
ひ
ど
こ
ろ
に
よ
る
べ

し
」
と
江
戸
時
代
に
医
師
・

漢
学
者
の
茅ち

原は
ら

虚き
ょ

斎さ
い

が
著

し
た
『
茅ぼ
う

窓そ
う

漫ま
ん

録ろ
く

』
に
記
さ

れ
る
。
他
に
も
、
江
戸
中
期

の
政
治
家
・
新
井
白
石
が
随
筆
『
折お
り

焚た

く
柴
の
記
』
で
、
毎
年
の
一

月
を
正
月
と
名
付
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、「
正

字
不
祥
説
の
拠
る
所
は
茲こ
こ

に
全
く
否
定
せ
ら
れ
」
と
結
論
づ
け
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
典
拠
を
示
し
な
が
ら
、
後
か
ら
「
大
正
」
を
正
当
化
し

た
作
業
の
よ
う
に
読
め
る
。

　

気
に
な
る
の
は
最
後
の
一
段
落
だ
。「
然し
か

る
に
、
勘
進
の
当
時
」

と
始
ま
り
、こ
の
部
分
だ
け
は
改
元
当
時
の
記
録
と
明
示
し
て
い
る
。

「
大
正
」
は
安
南
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
）
で
過
去
に
使
用
さ
れ
た
元

号
で
は
な
い
か
、と
考
案
者
の
一
人
で
あ
る
岡
田
正
之
が
指
摘
し
た
。

「
此
の
二
字
を
用
ひ
た
る
年
号
、
或あ
る
いは

安
南
等
に
於
て
之
な
か
り
し

や
」
と
の
岡
田
の
言
葉
を
受
け
て
、
直
ち
に
『
大
越
史
記
全
書
』
を

閲
覧
し
た
。
す
る
と
、
確
か
に
使
用
例
が
あ
っ
た
。

　

だ
が
、「
其
の
所
謂
莫ま
く

氏
な
る
者
、
実
は
明
の
附ふ

庸よ
う

に
過
ぎ
ず
、

僭せ
ん

国こ
く

と
し
て
見
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
を
知
り
得
た
り
」
と
、
問
題
な

し
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
莫
と
い
う
人
物
が
ベ
ト
ナ
ム
に
建
て
た
国

は
、
中
国
・
明
王
朝
の
従
属
国
な
の
で
正
式
な
王
朝
と
見
な
さ
な
く

て
よ
い
、
と
判
断
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
国
が
大
正
と
い
う
元

号
を
使
っ
た
こ
と
も
、「
固も
と

よ
り
重
視
す
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
を
認

め
た
り
」
と
結
論
づ
け
た
。

　

た
だ
し
、
二
度
目
の
審
査
で
提
案
さ
れ
た
「
天
興
」
も
、
北
方
民

族
の
拓
跋
氏
が
建
て
た
北
魏
で
過
去
に
使
用
さ
れ
た
元
号
で
あ
る
。

北
魏
は
「
偽
僭
の
国
」
だ
と
、
西
園
寺
は
即
座
に
却
下
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
か
ら
見
て
さ
ら
に
周
辺
の
ベ
ト
ナ
ム
に
位
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置
し
、「
見
る
に
足
ら
ざ
る
」
国
で
使
用
さ
れ
た
元
号
を
容
認
す
る

の
は
、
一
貫
性
が
な
い
。
過
去
に
使
用
済
み
だ
っ
た
歴
史
的
事
実
は

黙
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

ち
な
み
に
、「
第
三
章
」「
第
一
節
」「
第
二
項
」
で
大
正
を
補
強

す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
古
典
の
う
ち
、
新
井
白
石
著
『
折
た
く
柴

の
記
』
は
鷗
外
生
前
の
蔵
書
に
あ
る
。
東
京
大
学
付
属
図
書
館
が
蔵

す
る
「
鷗
外
文
庫
」
の
書
入
本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
検
索
で
き

る
。

　

た
だ
し
、「
正
」
の
字
を
使
っ
た
元
号
は
良
い
時
代
も
悪
い
時
代

も
あ
り
、
ま
た
、
過
去
の
王
朝
と
同
じ
元
号
を
使
っ
て
滅
び
る
こ
と

も
あ
れ
ば
栄
え
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
問
題
は
な
い
と
の
主
張
で

貫
か
れ
て
い
る
。
新
井
白
石
は
「
凡お
よ

そ
倭わ

漢か
ん

古
今
の
事
を
併
せ
考
ふ

る
に
、
天
下
の
治
乱
、
人
寿
の
長
短
、
年
号
の
字
に
か
か
ら
ざ
る
」

と
い
う
縁
起
や
迷
信
を
信
じ
な
い
合
理
的
な
考
え
で
、
元
号
に
こ
だ

わ
り
が
な
い
。
鷗
外
の
蔵
書
に
は
冒
頭
か
ら
巻
末
ま
で
朱
筆
で
書
き

込
み
が
あ
る
た
め
読
了
し
た
よ
う
だ
が
、「
不
調
べ
の
至
」
と
の
問

題
意
識
は
こ
の
書
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
生
じ
な
い
。

　

元
号
の
漢
字
二
文
字
に
は
、
国
が
目
指
す
理
想
が
込
め
ら
れ
る
。

ど
の
文
字
を
使
う
か
に
は
守
る
べ
き
先
例
や
原
則
が
あ
る
。
不
吉
か

そ
う
で
な
い
か
を
巡
り
過
去
に
何
度
も
議
論
さ
れ
た
字
を
使
う
よ
り

も
、別
に
ふ
さ
わ
し
い
字
を
探
し
た
ほ
う
が
よ
い
。『
大
正
大
礼
記
録
』

で
大
正
は
「
問
題
な
し
」
と
結
論
づ
け
た
が
、
そ
の
根
拠
が
薄
弱
だ

と
鷗
外
に
は
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

前
掲
の
使
用
す
る
べ
き
文
字
の
六
つ
の
基
準
が
記
さ
れ
た
直
後
に

は
、
以
下
の
説
明
が
続
く
。

　

 「
此
の
如
き
種
々
の
制
限
を
付
せ
ら
る
る
を
以
て
、
古
来
元
号
奉ほ
う

撰せ
ん

の
案
に
供
せ
ら
れ
た
る
文
字
に
は
、
自
ず
か
ら
一
定
の
限
度
あ

り
。
其
の
以
内
の
文
字
に
あ
ら
ざ
れ
ば
採
ら
ず
。
但
し
、
調
査
の

不
完
な
り
し
が
為
、
知
ら
ず
識し

ら
ず
是
等
の
制
限
を
侵
し
た
る
の

例
、
是
れ
な
き
に
あ
ら
ず
。」（
※
傍
線
は
筆
者
）

　

傍
線
を
付
し
た
く
だ
り
は
過
去
の
話
で
な
く
、
大
正
改
元
に
そ
の

ま
ま
当
て
は
ま
る
と
鷗
外
は
受
け
止
め
た
の
で
は
な
い
か
。
賀
古
宛

書
簡
に
書
い
た
「
不
調
べ
の
至
」
と
い
う
問
題
意
識
は
『
大
正
大
礼

記
録
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

　
〈
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追
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、
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）

　

次
回
は
「
第
二
回　

な
ぜ
「
大
正
は
不
調
べ
」
と
知
っ
て
い
た
の

か
」


